
一般社団法人いなべ市観光協会支援事業費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要領は、いなべ市内の観光振興に必要な、快適性・利便性・話題

性・集客性の創出に向けて、市内観光団体（市内の団体）が主体的に行う取

組みに要する経費の一部を補助するにあたり、補助金の交付等に関し、基本

的な事項を定めることを目的とする。 

 

（交付の対象） 

第２条 会長は理事会の議を経て、要綱に定める目的を達成するため、

いなべ市の観光資源（自然・文化・歴史・産業・人材等）を活用し観光振興

に必要な、快適性・利便性・話題性・集客性の創出に向けた取組みを行う事

業・団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。また、過去に本事業の

補助金を受けた事業は、これまでの経験と実績を踏まえた問題点の改善又は

新たな要素を加えた事業を対象とします。 

２ 補助対象団体 

   ３名以上のいなべ市民（住民基本台帳記載）を含む構成員による組織。 

３ 対象とならない事業・団体 

   ①いなべ市の補助金等の交付を受けている事業・団体 

   ②事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属し公益性を欠く事業・団体 

   ③宗教・政治活動に関する活動を目的とした事業・団体 

④観光を目的とした告知・誘客に結びつかない事業・団体 

⑤上記の他、補助することが適当でないと認められる事業・団体 

 

（補助金の交付申請） 

第３条 補助金の交付申請をしようとする団体の代表者（以下「申請者」とい

う。）は、補助金交付申請書（第１号様式）に事業計画書（第２号様式）を添

付のうえ、事業実施日の２カ月前までに会長に提出しなければならない。 

 

（補助金交付の決定） 

第４条 会長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、

その内容を審査し、理事会の議を経て適当と認めるときは補助金の交付を決

定し、申請者に通知するものとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象事業の実施に要する経費の１／２以内とする。

なお、補助対象事業のなかに国や県、その他の補助金等が含まれる場合は、当



該金額を控除するものとする。 

２ 前項の規定により算出した額が、一事業につき５０万円を超える場合には、

当該事業に係る補助金の額は５０万円を限度とする。 

３ 一団体につき、一年度に受給できる補助金の額は５０万円を限度とする。 

４ 前項の規定により計算した額に千円未満の端数があるときは、その額を切

り捨てるものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第６条 第４条の規定により補助金交付の決定通知を受けた申請者（以下「補

助事業者」という。）は、補助金交付決定の内容及びこれに附された条件に

対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決

定通知を受けた日から１０日以内に、補助金交付申請取下届出書（第３号様

式）を会長に提出しなければならない。 

 

（補助事業の内容変更等の承認） 

第７条 補助事業者は、交付決定に係る事業の内容を変更し、又は事業を中止

し、若しくは廃止しようとするときは、補助金交付変更（中止・廃止）申請

書（第４号様式）を会長に提出しなければならない。 

２ 会長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認め

られるときは補助金の交付の変更（中止・廃止）の決定を行い、補助事業者

に通知するものとする。 

 

（事業遅延等の報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと

見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、直ちに補助事業

遅延等報告書（第５号様式）を会長に提出しなければならない。 

 

（実績報告書） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（第７条の規定による補助事

業の廃止の承認を受けたときを含む。）又は補助事業の交付決定に係る会計年

度が終了したときは、その完了又は終了した日から３０日以内に補助事業実

績報告書（第６号様式）を会長に提出しなければならない。 

 

（補助金交付による成果の査定、補助金額の確定、継続性の査定） 

第１０条 会長は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、その内容、

成果を査定し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容



及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、理事会の議を経て交付す

べき補助金の額を確定するものとする。 

２ 会長は、前項の査定を行うに際して、必要に応じて証拠書類の提出を求め、

現地調査等を行うことができる。 

３ 会長は、翌会計年度以降の、同補助金対象事業への補助金交付の継続性に

ついてもあわせて審査することとする。 

 

（補助金の支払い） 

第１１条 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、

補助金概算（精算）払請求書（第７号様式）を会長に提出しなければならな

い。 

 

（証拠書類の保存） 

第１２条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業が完

了した年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

 

附 則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行するものとし、平成２３年度分の

補助金から適用する。   

この要領は、令和２年１２月２１日から施行するものとし、令和３年度分の

補助金から適用する。 

 この要領は、令和 6 年４月１日から施行するものとし、令和６年度分の補助

金から適用する。 


